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平成27年度 市長公室の重点課題 

市長公室長  山田 哲也  

＜全体方針＞ 

市民の具体的なニーズを広報・広聴（市民相談室）をより強化することにより把握し、時代の要請に対応した政策立案等を行い、スピーディーに実施するこ

とが課題を解決していく上で重要であります。 

そのためには、市民と連携できる市民に信頼される職員、事務の効率化などを含め新しい課題に挑戦できる職員、災害だけでなく日常の仕事においても危機

管理意識を持ち市民に安心感を与えることができる職員を庁内，庁外の研修等で育てていきます。 

また、庁議をはじめ庁内の横断的な連絡調整を担う総務課長会などの役割を見直し、事務改善など課題の共有化と各課の連携を密にし、組織の活性化をめざ

します。 

これらにより、丸亀版総合戦略の策定をはじめ移住・定住の促進など重点施策を各種計画に基づき実施し、行政力の向上を図り、自治体の価値を高め、元気

な丸亀をつくります。 

＜課ごとの指導方針＞ 

秘書広報課 

情報が伝わらない市民を生まないようSNSの活用を含め多様な方法で情報伝達を確実に行うこと。市民相談等を通じ聴取した市民意見の分析と活用、担当課

とのスムーズな情報交換を行うこと。 

職員課 

ワークライフバランスの推進を図ること。事務の効率化と職員の意識改革により時間外勤務時間の縮減を図ること。メンタルヘルスなど職員の健康管理に留

意すること。女性管理職を増やすこと。職員間の親睦を深め、職員連携の醸成に努めること。 

政策課 

移住定住促進の具体的施策を実施すること。丸亀版総合戦略・人口ビジョンの早期策定をすること。民間企業・大学連携との幅広い連携を行うこと。市長か

らの特命事項等の具体化と庁内連携を推進すること。全庁的な業務改善運動をおこすこと。 
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危機管理課 

 地域の防災士等と協議の場を設けるなど実際の災害時に役立つ避難所運営などの訓練を実施すること。業務継続計画の策定を全庁的なこととして取り組むこ

と。戸別受信機の導入に向けた研究を継続して行うこと。 

平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

（進捗結果) 

所見 

秘書広報課 

（福祉課） 

（学校教育課） 

★次世代に戦争被害の実相と平

和の尊さを伝えていく。 

●市内団体、遺族会及び教育委員

会の協力のもと、様々な事業を実

施することにより、戦争の悲惨さ

を市民に伝え、非核平和について

考える機会を設ける。 

○被爆樹木の植樹

（H27年 8月 9日） 

○平和パネル展の開

催 

○戦没者追悼式典へ

の中学生参加（H27 年

11月 15日） 

A 

・遺族会、地元住民、中学生代表、来

賓参加のもと、被爆樹木の苗木２本を

植樹（H27.8.9） 

・広報紙、ホームページ、チラシ作成

により戦争体験記等の募集を行い、6

点の応募があった。平和祈念パネル展

と一緒に掲示（H27.11.15） 

戦争体験記募集は継続中。 

・戦没者追悼式典に 2 名の中学生が参

加し、広島平和学習事業に参加しての

作文を朗読（H27.11.15） 

 

秘書広報課 

（全庁） 

 

★合併後 10年の足跡をあらため

て振り返り、市全体のさらなる

一体感を醸成する。 

●各種イベント・記念式典を実施

し、市民と共に祝い、併せて式典

において各分野での功労者の表

彰を行う。 

○各種イベントの実

施 

○記念式典・表彰式実

施（H27年 10月 11日） 

A 

記念式典、表彰式実施 

（H27.10.11） 
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★市ＨＰを全面リニューアルす

ることにより、閲覧性の向上と

双方向性の活用を図る。 

●デザインや情報の再構成を行

い、利用者の視点に立った閲覧機

能を充実させ、タブレットやスマ

ートフォンに対応したＨＰに改

善することにより、利便性（アク

セシビリティ）と使いやすさ（ユ

ーザビリティ）に配慮する。 

●画像添付機能をもたせた受信

機能を追加することにより、市民

の要望に迅速に対応する。 

 

○H27年 10月 11日公

開 

B 

市ホームページの全面リニューアルを

実施 

（H27.10.8） 

さらに使いやすいホームページとする

ため、多方面からの意見を聴きながら

随時修正している 

秘書広報課 ★市民相談室で対応した市民の

意見を分析報告し、市政運営に

活用する。 

●「市民の意見分析報告」を作成

し、ホームページに掲載するとと

もに、庁内でも情報を共有できる

こととする。 

 

○平成 27 年 4 月中に

実施 

B 

・平成 26年度市民の意見分析報告を、

市ホームページに掲載(H27.5.1)。庁内

LAN掲示板にも掲載。 

秘書広報課 

（市民活動推進

課） 

★新しい形の市長懇談会を行

う。 

●毎年実施しているコミュニテ

ィセンター市長懇談会以外に、広

く気軽に市民が参加できるよう

な懇談会を開催する。 

 

○新成人と市長の懇

談会を平成 27年 11月

に実施予定 B 

・市内 17コミュニティで市長懇談会を

実施（6～8月） 

・新成人と市長の懇談会を実施

（H27.11.18） 
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職員課 

 

★時間外の縮減 ●各課への時間外、目標時間に関

するヒアリングの実施 

●職員提案による事務改善の実

施 

○H27 年度時間外を

H26年度から 5％縮減 

C 

一部の課については、業務量やイベン

トの増加により、当初予定より時間外

が発生しているため、全体として時間

外の縮減につながっていない。 

 

職員課 

（人権課男女共同

参画室） 

★優秀な人材の確保と人材育成

の推進 

●幅広い採用試験の実施 

●OJT マニュアルの内容を検討

（H28年度で作成） 

●女性職員活躍推進プログラム

に基づき、女性職員の人材育成 

○受験者数の確保 

○女性管理職員の割

合目標 18％ 

B 

・一般職の採用試験に社会人経験枠を

設けるなどした結果、受験者数につい

ては前年以上に増加しているが、専門

職については、応募が少ない状況であ

る。 

・また、女性管理職については、人材

育成に努め、一般行政職の女性管理職

の割合は、目標数値には届いていない

が、着実に増加している。 

 

職員課 

 

★職員の健康管理 ●健康診断や健康相談フォロー

アップの充実 

－ 

 

 B 

随時、健康相談を行なうとともに、そ

のフォローとして要精密検査対象者に

対して医療機関に受診するよう文書で

指導している。 
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政策課 

（市民活動推進

課） 

（環境安全課） 

★移住・定住の推進 

 

●移住者パンフレット及び PR 動

画の作成 

●丸亀市ホームページの見直し

にあわせて移住定住促進ホーム

ページを開設 

●定住自立圏共生ビジョンに基

づいた取組を推進するとともに、

関係市町と連携した新規施策に

ついて検討します。 

○パンフレット及び

PR動画の作成（作成及

び公表平成 27年 7月） 

○移住定住促進ホー

ムページの開設（平成

28年 3月） 

B 

・パンフレット作成済（作成及び公表

平成 27年 6月） 

・PR 動画の作成済（作成及び公表平成

27年 9月） 

・丸亀市の魅力を市民から募る動画コ

ンテスト実施し動画の公開と表彰式を

行なった。（平成 28年 3月） 

・移住定住促進ホームページを作成し、

平成 28年 3月公開済 

・関係市町と中讃地域の魅力発信のた

め 2 市 3 町が協力し、スマートフォン

を用いて、AR（拡張現実）VR（仮想空

間）技術を活用したアプリの開発を行

なった。また、共同で首都圏などで地

元特産品などの PRを行なう取り組みに

着手するなど新規施策に取り組んだ。 

政策課 

 

★丸亀版総合戦略の策定 ●総合計画の重点事項を示すも

のとして策定 

●丸亀市未来を築く地域戦略会

議の開催 

○総合戦略の策定及

び公表（平成 27年 10

月） 
B 

・総合戦略の策定及び公表済（平成 27

年 10月） 
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政策課 

（教育委員会） 

★丸亀市教育大綱の策定 ●総合教育会議の開催 

●丸亀市教育大綱の策定 

○教育大綱の策定及

び公表（平成 27 年 6

月） 

B 

・教育大綱の策定及び公表済（平成 27

年 6月） 

・教育大綱策定後は総合教育会議を毎

月開催し、大綱推進のため協議を行な

った。 

 

政策課 

 

★市民意見聴取方法の見直し ●パブリックコメントの実施方

法の見直し 

●審議会等の委員の公募方法の

見直し 

○パブリックコメン

トの実施要領の見直

し（平成 27年度中） 

○公募に係る例規の

整備（平成 27年度中） 

 

C 

・平成 28 年 1 月 21 日の自治推進委員

会にて方針を示した。 

★民間企業及び大学との連携推

進 

●市内外の大学等との幅広い連

携により、定住促進施策の研究や

交流事業などに取り組みます。 

○定住促進施策の研

究（大学等との連携） 

B 

・香川大学との連携事業「丸亀市定住

促進プロジェクト（通町商店街）」、「丸

亀市観光振興プロジェクト（富屋町商

店街）」を実施。 

・百十四銀行との連携協定を 10月に締

結済。 
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★組織の活性化 ●全庁的な業務改善運動の実施 

●部門別計画の進行管理の推進 

○事務改善を推進す

る庁内組織の設置（平

成 27年 6月） 

○事務改善マニュア

ルの作成（平成 27年 9

月） 

○庁内計画進行管理

表の作成と進行管理

（平成 27年 7月） 

B 

・庁内組織（総務課長会議の PTとして

6月に設置済） 

 

・事務改善マニュアルの作成（平成 27

年 10月作成済） 

・事務改善に係る職員提案を募集し、

実施可能な提案から実施している。 

・庁内計画進行管理表の作成。（平成 27

年 6 月作成済）庁内計画の進行管理を

行なった。 

 

危機管理課 ★危機管理体制の強化 ●防災行政無線の適切な運用と

活用を図ると共に確実な情報伝

達手段について、調査研究を行

う。 

○防災行政無線の保

守及び適正な管理運

用 

○戸別受信システム

に係る情報収集 

 

B 

 

・機器類の点検作業は、11 月及び 3月

に実施し、結果報告を受領している。 

 

・戸別受信システムに係る情報収集に

ついては、継続的に行っている。 

（社会福祉協議

会） 

●地震津波被害想定に伴う被害

軽減対策への取組み 

○家具転倒防止器具

設置支援補助金（200

世帯） 

 

D 

・防災訓練、出前講座等での周知、ま

た、コミュニティセンターへのちらし

の配布等様々な機会を捉え、補助金制

度の周知に努めた。平成 27年度の実績

は、9件、36,000円である。 
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 （市民活動推進

課） 

（全部・課） 

●自主防災組織等との共同訓練

とすることで、より実践的な訓練

とし、市職員の災害対処能力の向

上に努めると共に、その訓練を通

して災害時継続業務の検討を行

う。 

○職員防災訓練〔10

月〕 

○業務継続計画策定

〔～平成 28年度〕 C 

・職員防災訓練は、11月 29日（日）に

実施した。職員は約 200 名、コミュニ

ティは、約 2,250 名の参加があった。

今後は、共同訓練における相互連絡及

び確認事項を綿密に行うことを課題と

して取り組んでいく。 

・業務継続計画策定は、各課への依頼

が予定より少し遅れ、さらに各課から

の回答もいくつか遅くなったことか

ら、取りまとめ作業に遅れを生じてい

る。 

危機管理課 ★地域防災力の強化 ●自主防災組織の活性化を図る。

また、地域の防災力向上のため、

コミュニティで行う防災訓練、防

災士の資格取得に対し、助成を行

う他、連携、強化を図る。 

○コミュニティ防災

訓練の実施（5 地区）

及び防災士資格取得

助成（10名） 

○自主防・防災士研修

会、連絡会の開催 

C 

・防災訓練への助成については、予定

通り 5 地区の訓練用資機材購入を確認

し、助成を行った。 

・防災士資格取得助成は 9名。 

・自主防・防災士研修会、連絡会につ

いては、日程調整ができなかったため、

平成 28年度の早い時機に開催すること

としたい。 
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平成27年度 総務部の重点課題 

総務部長  横田 拓也   

＜全体方針＞ 

総務部の所掌事務は、法制執務や情報化、監査など事務の効率化やコンプライアンスをはじめ、市税や予算統制、施設管理など行政活動の源泉となる財

務管理、行政サービスの総合窓口や人権・男女共同参画など市民生活に直接関わる業務まで広範囲である。 

これらは全て閉鎖的・縦割的な単独の担当部局で完結できるものではないため、庁内外を問わずオープンで横断的な連携や情報共有なくして目的は達成

できないということを共通認識として、各課の取組みの成果や連携をもって庁内ガバナンスの向上を図る。 

 

＜課ごとの指導方針＞ 

行政管理課 

情報（文書、データ）管理は適正かつ効率的な行政事務の遂行を図るうえで重要であるとともに、市民共有の資産の観点から、管理における安全と価値

を担保しつつ有効利用を推進する。 

財務課 

安定的で持続可能な財政運営を堅持しつつ、正確で分かりやすい財務状況の説明と情報の共有を推進する。 

公共施設管理課 

各部局が保有する公共施設の長寿命化計画等との整合を図りつつ、長期的視点に立った公共施設の有効活用と適正管理を推進する。 

税務課 

安定的な自主財源の更なる確保のため、課税客体の正確な把握による適正賦課と納税環境の更なる整備を推進し、公平公正で透明性のある税負担を推進

する。 
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人権課 

一人ひとりがお互いを尊重し、個性と能力を発揮できるまちづくりのため、住民、企業、学校、行政が一体となった取り組みをとおして、社会全体への

波及を目指す。 

綾歌市民総合センター・飯山市民総合センター 

市民ニーズの丁寧な把握とともに横断的なフィードバックにより、行政サービスの更なる向上を図る。 

監査委員事務局 

行政事務の効率性や透明性のほか、競争性の発揮や品質の確保を監査する。 

平成27年度 各課の重点的取組  最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

（進捗結果) 

所見 

行政管理課 

（全庁） 

★マイナンバー制度の確実な導

入と市民及び市職員への周知の

徹底を図る。 

●市職員への制度説明会（研修

会）の開催 

●広報誌へ特集記事を掲載 

○制度説明会：9月頃 

○広報誌による特集： 

8 月号、9 月号、10 月

号、12月号 

B 

職員向けには 8 月からＥラーニング

を実施するとともに、10 月には国か

ら講師を招いて中讃広域で説明会を

開催した 

中小企業向けの説明会を県と共催で

9月に実施 

広報誌には8月号から2月号まで市民

課と連携して毎号掲載した 

市民向け出前講座は 25回実施した 
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★歴史的公文書の認定作業につ

いて、庁内の意識統一を図る。 

●各原課へ直接出向き、歴史的公

文書の認定作業の説明と周知 

●香川県内公文書館の視察及び

先進自治体の歴史的公文書の認

定作業について調査研究 

 

○認定作業説明：4 月

末頃 

C 

各課説明：5月実施 

調査研究については、担当長を国立公

文書館のアーカイブズ研修Ⅰに派遣

した 

財務課 

（公共施設管理

課） 

（秘書広報課） 

★新地方公会計制度への対応と

引き続きわかりやすい財政状況

の公表に努める。 

●平成 29 年度までの新基準に基

づく財務書類 4表の整備・公表に

向け、その前提となる固定資産台

帳の整備に着手 

●類似団体や先進地での財政状

況の公表に関する取組状況を調

査し更なる公表方法を検討 

○固定資産台帳の整

備：平成 27～28年度 

 

 

○公表内容の充実：平

成 26年度決算から 

B 

全庁的な体制で公共施設等のデー

タ・資料等の収集・整理を継続的に実

施中である 

平成 26年度の財政状況の公表におい

て、新たに目的別市民 1人当りの決算

額をお知らせすると伴に総合計画の

主要な施策ごとの行政コストについ

てもホームページに掲載した 

 

★公共調達における社会的価値

の向上と地域経済活性化の実現

に向け、公契約に関する基本的理

念を定める。 

●労働基準、環境保全、男女共同

参画などの視点を踏まえ、市・事

業者等の責務や入札のあり方な

どの基本的な考え方をまとめる。 

○公共調達に関する

基本方針の策定：10月 

B 

本市の公共調達に関する基本的な考

え方を内外に明らかに示すため、公共

調達基本条例を制定し、丸亀市公共調

達基本方針を策定した 
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公共施設管理課 

（全庁） 

★中長期的視点に立った公共施

設の適正な管理運営・整備を推進

する。 

●総合管理計画策定に向け、全庁

的な体制で公共施設等のデー

タ・資料等を収集し全体像の把握 

○インフラも含めた

資産台帳の収集・整

理：平成 27～28年度 
B 

検討会議及び作業部会を設置し、全庁

的な体制で公共施設等のデータ・資料

等の収集・整理を継続的に実施 

 

★市庁舎建設及び市民会館のあ

り方に関する基本構想をまとめ

る。 

●市庁舎等整備審議会や市庁舎

整備等特別委員会における議論

を深め基本構想を策定 

○住民説明会：6～7月 

○基本構想の策定：平

成 27年度末 

B 

市庁舎等整備審議会より基本構想（最

終案）のとおり決定する旨答申を得た

（3月 4日） 

市庁舎整備等特別委員会において基

本構想（最終案）のとおり決定する旨

了承を得た（3月 15日） 

市において市庁舎等整備基本構想を

決定した（3月 17日） 

 

税務課 

（保険課） 

★家屋の現況を正確に把握し、漏

れの無い公正かつ公平な賦課を

行う。 

●航空写真と課税データをリン

クした新たな家屋現況図を作成

し、未登記・滅失家屋など、最新

かつ正確な現況の実地調査 

○旧丸亀市内の全棟

調査：平成 26～28 年

度 

（3 ヵ年事業進捗率：

70%） 

B 

27 年度調査終了区域：垂水、郡家、

三条、川西、飯野、土器町北、富士見、

港、蓬莱、昭和） 

28 年度調査予定区域：上記以外の旧

丸亀区域 
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★納税者の利便性を高め、納税環

境を改善させることにより、市税

徴収率の一層の向上を目指す。 

●保険課と連携し、口座振替加入

手続きを簡素化するため、国保税

を含む市税の口座振替の新規受

付をキャッシュカードでその場

で即座に登録できるサービス（ペ

イジー）の導入 

 

●納税相談の一環として、消費者

金融等への借金が滞納要因とな

っている場合、過払い金回収に向

けた相談（弁護士斡旋等）を推進

するため、周知用ﾘｰﾌﾚｯﾄを作成の

うえ催告書に同封 

○ペイジー業務開

始：10月頃 

【口座振替加入率目

標】 

国保： 33.0％ 

一般市税： 35.0％ 

 

【現年徴収率目標】 

国保： 91.0％ 

一般市税：99.0％ 

【過払い金充当目標】 

目標件数：50件 

B 

平成 27年 11月 1日から運用開始 

ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会・運営機

構、百十四銀行外 11金融機関及び NTT

ﾃﾞｰﾀと基本契約締結。端末機 5台購入

し NTT ﾄﾞｺﾓと FOMA回線契約締結。 

2月末現在：171件（内国保税 112件） 

 

一斉催告書に周知用ﾘｰﾌﾚｯﾄを同封し

発送(20,320部） 

・弁護士への相談者数 38名 

・市税等充当額：4,422,157円 
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人権課 

（全庁） 

★Ｈ28 年施行の障害者差別解消

法についての周知を図る。 

●職員をはじめ事業者を対象に

「差別」「合理的配慮の不提供」

に対する理解を深めるための研

修を実施 

●市民・事業者への制度の周知 

●当事者団体との意見交換及び

障がいを理由とした差別事例の

集約 

○職員研修会：3回 

○事業者研修会：1回 

○チラシの配布：2回 

○広報への掲載：3回 

○丸亀市版の「差別」

「合理的配慮の不提

供」のガイドラインの

検討 

B 

職員研修会の実施(1回) 

市企業人権・同和推進協議会と人権政

策確立要求市民実行委員会で研修を

実施(2回) 

障がい者の人権を課題に講演会を実

施(1回) 

人権課主催の講演会においてチラシ

を配布(2回) 

広報 6月号に記事を掲載 

当事者 3団体と意見交換会を実施。ア

ンケートで差別事例の集約に努めた 

 

★あらゆる行政施策に男女共同

参画の視点を持ち、固定的な性別

役割分担意識にとらわれない意

識づくり 

●男女共同参画都市宣言 10 周年

記念事業の実施 

●職員研修の実施、次期男女共同

参画プラン策定作業などを通し

た職員への働きかけ実施 

○地域コミュニティ、

事業所など市以外の

主体によるセミナー

開催：2回 

○職員研修の実施：3

回 

B 

事業所や経済団体、地域コミュニティ

などから推薦・選出された委員で構成

された実行委員会が主体となって 10

周年記念事業を計画・実施した 

委員の所属団体などが主体となった

セミナーを開催した：3回 

職員研修（男女共同参画研修、ワーク･

ライフ･バランス管理職研修）：2回 
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 綾歌市民総合セン

ター 

飯山市民総合セン

ター 

（秘書広報課） 

★地域密着型の総合窓口として、

住民が集い、便利で親しまれる総

合センターを目指す。 

●窓口サービスについて、本課と

の連携を緊密に図るとともに、担

当間の枠を超えた連携に努める。 

●来庁者への声かけの奨励・実践

や環境の整備・美化に努める。 

○来庁者の満足度の

アンケート調査の実

施：3月頃 

B 

来庁者アンケートを５月、３月に実施

し、要望意見を真摯に受け止め改善を

図るよう努めた 

限られた職員数の中では必然的に連

携に努めなければならないため、声掛

けにより窓口での待機時間を縮小で

きるよう努めた。季節の草花で玄関を

彩る等、庁舎の美化に努めた 

★市民に寄り添い、施策に反映す

る相談業務の更なる充実を図る。 

●全職員体制で幅広い知識の習

得に努め、相談内容のデータベー

ス化により情報共有を図る。 

○連絡会の開催：年 3

回（秘書広報課：市民

相談室） C 

不明な事項は、本庁と情報の共有化を

図り対処することに努めている 

プライベートな相談にも対応できる

相談室の確保が課題 

市民相談窓口連絡会：1回開催 

監査委員事務局 

（全庁） 

★行政事務の公平性や手続きの

透明性、金額の妥当性などをチェ

ックする。 

●特命随意契約における業者選

定の過程など、定期監査の充実を

図る。 

○庁内全部局の定期

監査を実施：8 月～2

月までの間 
B 

平成 27年 8月から平成 28年 2月まで

の間、特命随意契約事務について法令

等に従って執行しているか定期監査

を実施した 

★公益法人や指定管理者におけ

る運営の正当性をチェックする。 

●指定管理業務や公益法人会計

基準に沿った会計事務が行われ

ているか監査を実施する。 

○公益財団法人 丸

亀市体育協会への監

査の実施：9月頃 
B 

指定管理委託料及び補助金交付を受

けている事業が公営法人会計基準に

沿った会計処理が執行されているか

監査を実施した 
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平成27年度 健康福祉部の重点課題 

健康福祉部長  山田 理恵子   

＜全体方針＞ 

 住み慣れた地域で、できるだけ長く心身ともに健康で、地域の一員として尊厳をもって日常生活を営むことができ、安心して暮らせることが多くの人々

が願うところである。しかし、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も生じ

る。その際、基本的な生活を守るのが社会保障であり、公的扶助、社会福祉、社会保険、公衆衛生および医療等といった分野がある。しかし、今日の急速

な社会、経済状況の変化、少子高齢化、核家族化など、生活を取り巻く状況は変化し、社会保障の制度だけでは対応できない課題があるのが現実である。 

 地域の中で安心して暮らすには、それを支える取り組み、仕組みづくりが必要である。そのために、庁内協力体制のもと、医療、保健、福祉等の各事業

との連携はもちろんのことながら、関係機関、市民活動団体、地域の関係団体・組織、住民等が連携、協力し、それぞれの役割を生かすことにより、策定

した各事業計画の着実な推進を図り、社会保障制度の安定持続、充実に努め、共に支えあう地域福祉を推進するための総合的支援体制の構築に向けて取り

組む。 

＜課ごとの指導方針＞ 

福祉課 

 《地域福祉の推進》 

福祉既存の公的制度の狭間で支援を必要とする人が、住み慣れた地域においてお互いに支えあい、安心して暮らせる地域福祉の推進に取り組みます。 

高齢者支援課 

 《地域包括ケアシステム構築のための仕組みづくり》 

「第７次丸亀市高齢者福祉計画及び第６期丸亀市介護保険事業計画」を着実に推進します 

健康課 

《市民の健康づくりの推進》 
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健康増進計画「健やかまるがめ21」後期計画を推進するとともに、妊娠期から始まる各ライフステージにおいて切れ目ない健康支援を行い、市民の健康

づくり・疾病予防に努めます。 

保険課 

 《国民健康保険事業運営の安定化》 

 平成30年度に予定されている国民健康保険制度の都道府県単位の運営（広域化）に向け、国保料（税）収納率向上及び医療費適正化の措置を更に強化し

て取り組み、国保事業運営の安定化（一般会計からの繰入金の減少）を図ります。 

平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

福祉課 

（社会福祉協議

会） 

★生活課題の解決に向け地域住

民との協働で施策を展開する地

域福祉計画を策定し、住民参加、

住民主体の地域社会の形成に取

り組む。 

●社協と連携協力し、関係団体等

との座談会を開催し、住民の声を

盛り込んだ計画の策定 

○平成27年5月～8月に

かけて17コミュニティ

で座談会の開催（各コミ

ュニティ1回） 

○社会福祉団体からの

意見聴取 

○地域福祉計画策定：平

成28年3月 

Ｂ 

・平成27年6月～7月にかけて、 

17ｺﾐｭﾆﾃｨで座談会を開催した。 

・平成27年4月～9月にかけて、 

社会福祉団体や当事者団体からの

意見聴取を実施した。 

・地域福祉計画の策定に向けて、 

平成27年度は4回福祉推進委員会

を開催した。 

【みんなのふくし丸亀プラン（丸亀

市第2次地域福祉計画・地域福祉活

動計画）】を平成28年3月策定した。 
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高齢者支援課 

 

★地域包括支援センターの機能

強化 

●サブセンターを南部地域に設

置する。組織改革と人員配置及び

増員、財政的措置等について庁内

関係各課と協議するとともに、関

係附属機関との調整を行う。 

○平成28年4月からサブ

センターの業務を開始 

Ｂ 

南部サブセンターとして平成28年4

月から開設予定。市広報誌の3月、4

月号及び市のホームページ（4月から

掲載）で市民への周知に努めるとと

もに、チラシを製作し、綾歌町・飯

山町の各コミュニティセンターに設

置したり、民生委員や福祉ママへの

周知は完了している。 

人員配置や機構関係については、関

係各課と協議済。 

 

健康課 

（庁内会議関係20

課） 

★健康増進計画「健やかまるがめ

21」後期計画の推進を図るととも

に目的達成に関する評価を実施

する。 

●市民会議や庁内会議を開催し、

市民や関係機関と協働で計画を

推進する。 

●市民対象に計画評価のための

アンケート調査を実施する。 

●地域における保健活動の推進 

○後期計画における評

価目標達成度が全指標

の65%(前期計画におけ

る目標達成度52.6%) 

Ｃ 

アンケート調査による評価指標のう

ち目標達成した指標は7.6％、前回結

果より改善あるいは現状維持できて

いた指標は39.5％であり、成果目標

は達成できていない。来年度はこの

結果を元に、本計画最終年として更

に推進を図ると共に市民と協働して

次期計画を策定する。 
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健康課 ★安心して子どもを産み、健やか

に育てることができるよう妊娠

期からの切れ目のない母子保健

対策を推進する。 

●妊娠届出時の保健指導及び助

産師相談の開催等、妊産婦や乳児

を持つ親へのきめ細かな相談を

実施する。 

●マイナス1歳からの子育て講座

を開催し、妊婦とその家族をも含

め継続した支援を実施する。 

 

○助産師相談(H27年度

から実施)の利用者満足

度80% 

○妊娠・出産に満足して

いる者の割合65% 

○育てにくさを感じた

ときに対処できる親の

割合80%（26年度：73.2%） 

○主体的に育児に関わ

っていると感じている

父親の割合80%(26年

度：78.2%) 

※各事業アンケートに

より評価 

 

Ｂ 

2月末現在において、いずれも成果目

標が達成できており、切れ目ない支

援に繋がっている。 

・助産師相談の満足度89.4％ 

・妊娠・出産に満足している者の割

合84.0% 

・育てにくさを感じたときに対処で

きる親の割合85.7% 

・積極的に育児に関わっている父親

の割合57.7%(「感じている」から「関

わっている」に質問内容変更) 
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健康課 

（保険課） 

★働く世代や若年層の市民が健

（検）診受診や生活習慣改善等の

健康行動につながるよう生活習

慣病予防対策に努める。 

●がんを身近な病気として捉え、

がん予防の生活習慣について啓

発するため「がんシンポジウム」

を開催する。 

●節目年齢へのがん検診無料ク

ーポン券発行による受診勧奨 

対象者：子宮頸がん（21歳）、

乳がん（41歳）、大腸がん（41・

46・51･56・61歳） 

●国保加入者の特定健診対象者

のうち若年層（40～59歳）の未受

診者への受診勧奨 

●市民対象に生活習慣病予防教

室を実施する。 

○目標受診率 

【初回受診率・継続受診

率】※（ ）内は平成26

年度 

・子宮がん検診 20歳代

【37%(34.3%)・

12%(8.3%)】 

・乳がん検診 40歳代

【57%(54.8%)・

38%(34.1%)】 

・特定健診 ※( )内は

平成25年度 

40～44歳：16%(14.1%) 

45～49歳：14%(12.7%) 

50～54歳：17%(15.0%) 

55～59歳：24%(22.5%) 

Ｃ 

・2月末現在の初回受診率は、子宮が

ん検診の 20～24歳76.1%、25～29歳

74.0％であり、乳がん検診の40～44

歳61.1%、45～49歳41.7％と、いずれ

も目標値を上回っている。継続受診

率は、現時点では未集計のため評価

できていない。 

・平成26年度特定健診受診率は、40

～44歳13.1%、45～49歳13.2%、50～

54歳16.3%、55～59歳21.9%であり、

45歳～54歳は平成25年度を上回って

いるが、いずれも目標受診率には達

していない。今後も受診勧奨に努め

たい。 
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  保険課 

（税務課） 

★税務課との連携のもと、口座振

替の推進、居所不明者調査、資格

証明書・短期保険証発行等によ

り、国保料（税）収納率向上に努

める。 

●口座振替加入率向上策の実施 

 国保加入時にペイジー等によ

る勧奨を実施する。 

 ※ペイジー：口座振替の新規受

付をキャッシュカードで行い即

座に口座振替登録を行う。 

○目標：現年一般分収納

率91％以上 

 

○目標：口座加入率33％  
Ｂ 

平成27年11月にペイジーを導入し、

関係各課窓口で受付を実施したこと

などから収納率は確実に上昇してい

る。 

（H28.2月現在 収納率81.40％） 

（H28.3月現在口座加入率25.34%） 

保険課 

（健康課） 

★健康課との連携のもと、特定健

診・特定保健指導の実施、糖尿病

等の生活習慣病予防事業実施等

により、中長期的な医療費抑制に

努め、地域差指数の改善に努め

る。 

●データヘルス計画に基づく保

健指導の実施 

 糖尿病性腎症患者から30名を

抽出し業者委託による保健指導

を実施する。 

●人間ドック助成事業の実施 

 特定健診の検査項目を満たし

た人間ドック受診者に対し診査

料の一部助成を実施する。 

 

●後発医薬品普及策の実施 

 差額通知の発送、希望シール・

保険証ケースの配布等による周

知・啓発を実施する。 

○目標：地域差指数1.10

以下 

※地域差指数：一人当た

り医療費について全国

平均を１として指数化

したもの。 

 

 

 

 

○目標：後発医薬品普及

率60％以上 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

Ａ 

 

計画どおり事業を実施し、最終指導

対象者は13名であった。 

（H27地域差指数1.163） 

 

 

計画どおり事業を実施したが、申請

者数は当初の予定より少ない状況で

あった。 

(H28.2月現在申請者数447名) 

 

普及率は国の目標値60％を達成した

が、今後目標値が引き上げられるこ

とから、更に使用率向上策を推進し

ていく。  

（H27.12月現在 61.7％） 
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平成27年度 こども未来部の重点課題 

こども未来部長  金澤 のり子  

＜全体方針＞ 

子ども･子育て支援新制度に伴い策定した『丸亀市こども未来計画』により、丸亀市の就学前教育･保育や地域の子ども･子育て支援を総合的に推進します。 

また、DVおよび児童虐待防止のために、相談者一人ひとりに応じた効果的で迅速なきめ細やかな支援の提供をめざします。 

＜課ごとの指導方針＞ 

子育て支援課 

 ①利用者支援事業を充実するために、丸亀市HPや「まるがめの子育てナビ みてねっと」、SNSなどを活用し子育て情報の収集と迅速な提供に努めます。 

 ②『（仮称）丸亀市立幼稚園･保育所等施設整備計画』を策定します。 

 ③DVおよび児童虐待の防止のために支援体制強化を図ります。 

 ④子どもと子育て家庭を応援する施策を実施します。 

幼保運営課 

 ①平成27年度から公立の２施設が幼保連携型認定こども園への円滑な移行ができるように、該当園の保護者や地域へ充分に説明し理解を求めるとともに、

幼稚園と保育所が連携して質の高い就学前教育･保育の実施に向けて検討します。 

 ②安全安心な教育･保育環境の整備のため、幼稚園・保育所の耐震化を進めます。 
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平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

子育て支援課 

（幼保運営課、 

健康課、 

教育部総務課、 

学校教育課） 

★「丸亀市こども未来計画」に

掲げた子育て支援施策を推進

する。 

●丸亀市子ども・子育て会議にお

いて、計画の進行管理：年3回程度

開催 

●利用者支援事業を充実するた

め、子育て支援のための情報収集

と迅速な提供 

○計画に掲げた27年

度の子育て支援施策

の達成に努める。 

○「まるがめの子育て

ナビ みてねっと」の

アクセス目標件数： 

2000件／年 

Ｂ 

丸亀市子ども・子育て会議を2回開

催し、27年度の就学前教育・保育施設

等の利用や受入状況、また、小規模保

育事業所等の開設や13事業の進捗状

況等について協議を行なった。 

 「みてねっと」の1年間のアクセス

件数は、約21,500件となった。 

 

子育て支援課 

（幼保運営課） 

★公立の教育・保育施設の将来

的な施設のあり方を定める

「（仮称）丸亀市立幼稚園・保

育所等施設整備計画」を策定す

る。 

●丸亀市立幼稚園・保育所等の適

正配置の検討を行い、市立幼稚

園・保育所等中期ビジョンを策定

する。 

○現時点での丸亀市

立幼稚園・保育所等の

適正配置の中期ビジ

ョンを検討すること

により、次期「丸亀市

こども未来計画」との

継続性を確保する。 

Ｂ 

 内部協議の結果、5年ごとに策定す

る「丸亀市こども未来計画」が子ど

も・子育て支援の中心計画であり、施

設整備や適正配置等も計画に盛り込

んでいることから、市民に公表するた

めの「丸亀市立幼稚園・保育所等施設

整備計画」は策定しないこととした。 
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子育て支援課 ★ＤＶおよび児童虐待防止を

推進する。 

●相談員を１名増員して家庭児童

相談室の強化を図り、相談しやす

い環境づくりや継続的な支援を実

施 

●相談員による支援方針検討会を

各週開催し、主任児童委員協議会

において児童虐待等の事例報告と

子育て関連の勉強会を毎月１回開

催 

●広く市民への啓発・広報活動と

して街頭キャンペーンを実施：11

月（児童虐待防止月間） 

○相談員の資質の向

上を図るとともに関

係機関との連携強化

によって、事件・事故

を未然に防止する。 

Ｂ 

 長年の保育経験がある相談員を１

名増員したことで、より迅速で丁寧な

相談や対応が可能な環境となり、家庭

児童相談室の強化に繋がっている。 

要保護児童地域運営協議会の内容

を充実させ、また、主任児童委員協議

会勉強会も定期的に開催するなど、関

係機関との連携強化を図っている。 

市民への啓発・広報活動として11

月14日に街頭キャンペーンを、また、

1月31日の第3回まるがめ子育てフェ

スタでは、虐待防止啓発の講演会を実

施した。 

子育て支援課 

（産業振興課） 

★子育て世帯臨時特例給付金

事業および子育て世帯丸亀市

商品券配付事業の円滑な支給

を行い、子育て家庭の生活支援

および消費の拡大や地域経済

の活性化に資する。 

●制度や申請方法等について受給

対象者への案内や周知の徹底 

○支給率100％をめざ

す。 

・子育て世帯臨時特例

給付金の支給対象児

童数約16,100人 

・子育て世帯丸亀市商

品券の配付対象児童

数約17,000人 

Ｂ 

6月15日からの児童手当現況届受付

と同時に給付金・商品券の申請受付を

行い、未提出者には督促状を送付し、

申請を促した。 

また、商品券は、対象となる児童の

資格条件を拡大し、11月2日から追加

受付を行った。最終の申請率は、 

給付金 97.9％、商品券 97.0％ 
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 幼保運営課 

 

★「丸亀市こども未来計画」に

基づき、平成28年度にあやうた

幼稚園及び飯野保育所を認定

こども園に移行するための準

備をする。 

●幼保職員間による認定こども園

検討委員会において園運営等を調

整していく。 

●関係保護者等への説明を行い、

理解を求めて円滑な移行に努め

る。 

○該当2園について平

成28年度から認定こ

ども園化する。 

Ｂ 

2園の保護者会全体会で認定こども

園移行を説明し了解を得るとともに、

9月議会で認定こども園条例が可決し

正式に決定した。認定こども園検討委

員会での園運営の調整も開園に向け

進んでいる。 

★幼稚園と保育所の職員の交

流を図る。 

●幼保職員の合同研修は既に実施

しているが、新たに幼稚園･保育所

を相互に保育体験する等の交流を

図る。 

○幼稚園・保育所・認

定こども園における

就学前教育・保育の充

実に努める。 Ｂ 

幼保職員全員が相互の施設に1日体

験研修を行っている。また、幼保職員

の合同研修のほか、教育委員会からの

幼稚園の学校訪問に近隣の保育所職

員も参加し、公開保育等に両職員から

参加するなど、就学前教育・保育の充

実と交流が図られている。 

★幼稚園・保育所の耐震化を進

める。 

●西幼稚園の耐震補強工事、中央

保育所の耐震補強設計、垂水保育

所の改築工事を行う。 

○28年度末までに幼

保施設の耐震化率を

100％にする。 Ｂ 

垂水保育所の工事請負契約案件も9

月議会で承認となり予定どおり着工

している。西幼稚園は遅れているもの

の、3施設とも28年度末までには耐震

化が完了する見込みである。 
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平成27年度 生活環境部の重点課題 

生活環境部長  松浦 潔   

＜全体方針＞ 

各課の重点課題については、全課員が共通認識を持って課題解決に向け業務に取り組めるよう管理職がしっかりと課員の労務管理を行い、より一層の職場

環境の改善と人材育成に努める。また、部内会議等において各課の指導方針の徹底を行い、成果目標達成に向け情報交換や意見交換などの連携を図り、部内

の協力体制を整備し、市民の生活環境の向上を目指し、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりに努める。 

＜課ごとの指導方針＞ 

市民活動推進課 

地域住民をはじめ、NPOや大学、企業等、地域貢献をめざす多様な主体との関係づくりが重要である。特に、地域担当職員制度は導入初年度でもあり、改

善を加えながらより良い制度としての定着に努めること。また、離島振興については、島民の安定的生活の確保はもとより、瀬戸の交流拠点の一つとして、

島の活性化を図ること。 

スポーツ推進課 

野球場新設に伴い、地域密着型プロスポーツを通じた地域活性化の機会はますます増えている。これを契機として、ホームタウン活動をより一層充実し、

交流人口の増加等、まちのにぎわいづくりを目指すこと。 

また、香川丸亀国際ハーフマラソン大会が本年度で70回の節目を迎えることから、記念大会としてふさわしい内容を計画することで、丸亀市の魅力を全国に

発信すること。 

市民課 

マイナンバー制度の実施に伴う通知カード郵便返送分の処理や個人番号カードの暗証番号設定など、増加する事務量に適切に対応できる人員や設備を準備

して、交付事務を円滑に行うこと。 
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環境安全課 

市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で、生活環境の保全は極めて重要であることから、環境に配慮した各種環境施策を推進する必要が

ある。特に、空き家対策事業を推進し、地域住民が安心して暮らすことができるまちづくりに努めること。 

クリーン課 

安全で良好な市民生活を持続的に発展させるため、3R活動を推進し循環型社会を形成することが求められている。そこで、廃棄物の減量化が促進され、収集・

運搬・処分の効率化が図られる事業を、計画的且つ総合的に実施する必要がある。その一貫となる事業を平成27年度において実施すること。 

 

平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

市民活動推進課 

（地域担当職員

制度において、危

機管理課、健康

課、秘書広報課市

民相談室、職員

課、政策課） 

★「地域担当職員制度」の円滑

な制度運用と地域情報の共有化 

 

●担当職員の活動報告を定型化す

る。（「地域の声連絡票」の活用） 

●地域担当者会議において緊密な

連絡・調整を行う。 

（1回／月開催） 

 

○コミュニティの基本情

報や課題をまとめた「地

域カルテ」の作成：17地

区 

 

B 

地域担当職員においては、｢地域

の声連絡票」を活用した活動が

行われるとともに、毎月、地域

担当者会議を実施し、活動報告

や、連絡調整を行った。 

今後は、地域への情報提供や地

域課題の共有など、制度を利用

した具体的成果が得られる仕組

みを検討する必要がある。 
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市民活動推進課 

 

★「まちづくり計画」の策定・

活用の促進 

●「まちづくり計画」の策定と「ま

ちづくり補助金」が活用されるよ

う、コミュニティへの積極的な助

言、情報提供を行う。 

 

○「まちづくり計画」の

新規策定：2地区（未策定

の地区） 

○「まちづくり補助金」

の活用：15地区（計画策

定済の全地区） 

B 

「まちづくり計画」未策定の１

地区については、２８年４月１

日策定予定。 

「まちづくり補助金」は１５地

区中１３地区が活用し、それぞ

れの地域でまちづくり計画に沿

った事業が実施できた。 

 

★自治会活動の促進 ●各地区連合自治会による自治会

加入及び設立促進活動に対し、協

力・支援する。（指定ごみ袋を利

用した啓発等） 

○自治会加入率：加入率

の低下をストップ 

（H24～H26率の推移：

58.1%→57.7%→56.6%） 

B 

市指定ゴミ袋に自治会加入促進

の文言を印刷、８月末に販売開

始し、ゴミ袋を利用する全市民

に向けて自治会加入啓発を図っ

た。 

また、住宅販売事業者に働きか

け、新規マンション分譲時に、

自治会結成・加入を促す旨の協

定を締結した。 

その他、様々な啓発活動の結果、

年度当初と比べ、自治会加入率

は微増した。 
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★市民活動情報ネット「まるが

めっと」の利用促進 

●掲載記事の更新頻度を上げられ

るよう、団体への利用勧奨・PRを

継続的に行う。 

○HPのユーザー数：1,400

人／月（H27.3.1～3/31：

705人／月） 

B 

HP開設後、チラシやFacebookを

用いたPR等により一時はユーザ

ー数が1,600を超える月もあっ

たものの、興味をひくイベント

の有無等による波が生じてお

り、その利用者数は不安定に推

移している。今後は、普段から

ご活用いただけるよう、PRの継

続と内容拡充を図っていく。 

 

★協働によるまちづくりの担い

手発掘 

●ワークショップを活用する。 

●大学、企業等への積極的な働き

かけを行う。 

○ワークショップ・講演

会の開催回数：1回／年 

B 

協働推進員や一般市民等に向け

クラウドファンディング制度の

周知を目的とした講演会を開催

し、平日にもかかわらず、１２

０名を超える方にご参加いただ

いた。 
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★島民の安定的生活の確保 

 

●定期航路の安定運行と通勤・通

学等の日常生活を支援する。 

●旧広島中学校舎を活用した市民

センター等の整備について検討す

る。 

 

 

 

 

 

○フェスタ等への出展：

高松（10月）、東京（11

月） 

 

○リフォーム補助制度の

利用件数：2件 

B 

高校生に加え、通勤者等に定期

乗船券購入補助を行った。 

広島中学校の用途変更を県と協

議し、出張所・コミュニティセ

ンター・消防屯所機能の移転が

可能となった。 

28年度、設計業務に着手する。 

 

★島を拠点とした移住・交流の

促進 

●瀬戸内国際芸術祭をはじめとす

る各種イベントや広報紙、HP、県

外出展等を通じて島の魅力を発信

する。 

●空き家のリフォーム補助制度を

創設・運用し、移住・交流環境の

整備を推進する。 

B 

島フェスタ、アイランダーに出

展し、島の情報発信や特産品の

販売を行った。 

 

賃貸住宅２件と体験住宅１件に

補助を実施し、それぞれの施設

は運用を開始している。 

 

★市民が学習したくなる環境づ

くり 

●講座等の情報発信を行い、生涯

学習へ関心を持ってもらう機会を

増やす。（広報・ＨＰ・フェイス

ブック等の活用） 

○定員に対する受講者の

割合：9割 

（H26年度／8割） 
B 

前期募集22講座、後期6講座を実

施した。 

講座全体の定員に対する受講者

の割合は90.1％であった。 
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スポーツ推進課 ★野球場の有効かつ効率的な利

活用 

 

●野球関係者のみの利活用以外に

も、多くの市民が建設の恩恵を受

けられるよう、様々なイベントを

開催する。 

○パブリックビューイン

グ、コンサートなど野球

以外の来客者数： 10,000

人 

B 

 

パブリックビューイング、ペタ

ンク、サッカー、ジョギングな

ど野球以外について利活用を行

った。 

 

★地域密着型プロスポーツを活

用したにぎわいの創出 

●野球場及び丸亀競技場において

プロスポーツ開催時においてシテ

ィセールスを実施するとともに、

アウェー開催時について、本市へ

の交流人口増加を図る。 

○本市を訪れる観光客・

宿泊客数：前年度より1割

増 

（H25年度：243万人） 

（H26年度：242万人） 

C 

 

オリーブガイナーズについて

は、野球場を利用した新しい企

画をするなど、連携により、地

域活性化を図ることができたも

のの、カマタマーレについては、

考え方の違いもあり、シティセ

ールスにおいて十分とはいえな

い面もあった。 

★香川丸亀国際ハーフマラソン

大会を生かした市のイメージア

ップと健康づくりへの市民意識

の高揚 

★安心して参加し、応援できる

体制づくり 

 

●香川丸亀国際ハーフマラソン大

会(70回記念大会)の開催〔2月6～7

日〕 

 

●関係団体との連絡調整 

・主催者代表者会：年２回  

・幹事会代表者会：年６回   

・幹事会：年７回 

○参加申込者数 

・ハーフマラソン 

：10,000人 

・3ｋｍ：1,500人 

・小学生駅伝 

：男女各50ﾁｰﾑ400人 

○70周年記念誌の作成 

 （2月） 

B 

ハーフマラソンについては昨年

同様、2週間で参加者が定員に達

した。結果、過去最高の11,769

人の申込み、10,173人の出走者

を数え、好天のもと多くのラン

ナーが讃岐路を駆け抜け、事故

もなく成功裏に大会を終了する

ことができた。 
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○70周年記念行事開催 

 （2月） 

また、運営体制についても今ま

での懸案事項を一つひとつ解消

しており、更なる高みを目指す。 

市民課 ★マイナンバー制度の通知カー

ド及び個人番号カードの市民へ

の確実な交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地方公共団体情報システム機構

への委託ほか、事務費については

国からの情報収集に努め、通知カ

ード及び個人番号カードの交付に

かかる費用を算定し、予算を確保

する。 

●通知カード及び個人番号カード

を円滑に交付するための人材や設

備を確保する。 

●広報丸亀や市のHPでそれぞれの

カードの意味や内容、送付時期な

どについて周知する。 

○補正予算：9月定例会 

 

 

 

 

 

○個人番号カード交付時

の待ち時間：30分未満 

 

○広報丸亀、市HPへの掲

載：各2回 

 

C 

9月定例会で通知カード及び個

人番号カードの作成、送付並び

に交付するための経費等の予

算措置を行なった。 

個人番号関係事務要員として、

派遣職員及び臨時職員を雇用

すると共に必要な備品を購入

した。 

1月から個人番号カードの交付

を行っているが、待ち時間が

30 分以上になる場合があるの

で、人員や統合端末の追加を検

討したい。 

広報丸亀8月号から1月号まで

個人番号制度に関する記事を

掲載し、カードの意味や内容、

送付時期などを周知した。 
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★通知カード及び個人番号カー

ドの再発行手数料の明確化 

●通知カード及び個人番号カード

作成にかかる費用や郵便料金を参

考に、再発行手数料について検討

する。 

○再発行手数料を「丸亀

市手数料条例」に規定：9

月定例会 
B 

9月定例会で丸亀市手数料条例

を改正して通知カード及び個

人番号カードの再交付手数料

を定めた。 

環境安全課 

 

 

 

 

 

 

★空家等に関する施策の総合的

かつ計画的な推進 

●市内全域において空家の実態調

査を実施する。 

●老朽危険空き家の除却に対する

補助制度を創設する。 

○実態調査：2月末までに

調査終了 

○補助制度の創設：10月 B 

実態調査は予定どおり終了し

た。調査結果は、本市空家対策

計画の策定等に活用する。 

除却支援事業補助金により、老

朽危険空き家１件を除却した。 

★丸亀市環境基本計画（H29年度

～H38年度）の策定に着手 

●環境の現状調査、市民・事業者

の意識調査、基本方針等の検討を

行う。 

○アンケート調査（市民

2,000人、事業者300箇

所）：9月実施 B 

アンケートの回収率は、市民向

け45.2％、事業所向け56.7％で

あった。その結果を基に、環境

審議会において、来年度の計画

策定にむけての協議を行った。 

★クリーンな自然エネルギーの

利用促進 

●住宅用太陽光発電システム設置

費補助に加え、住宅用太陽熱利用

システム設置費補助を実施する。 

○住宅用太陽熱利用シス

テム設置費補助の利用件

数：20件 B 

今年度より開始した住宅用太陽

熱利用システム設置費補助申請

は自然循環式９件、強制循環式

１件の申し込みがあり、全て補

助を行った。 
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クリーン課 ★ごみ集積場（ステーション）

数を抑制する施策の展開 

（設置要件の緩和等により、ス

テーション数が増加し、収集効

率の低下を招いている。） 

●連合自治会と協調した取組を推

進する。（ステーション設置用件

の見直し、統廃合ステーション候

補選定） 

●夏季に設置されているステーシ

ョンの現地調査を実施する。 

●冬季に地元説明会の開催後、ス

テーション設置要件を見直す。 

○ステーション設置等申

請受付事務：連合自治会

へ移管（H28年4月） 

○ステーション配置計画

書策定：新規受入可能ス

テーション、統廃合可能

ステーション等調査 

B 

モデル地区として、2コミュニ

ティを指定し、計画を試験的に

運用している。 

モデルコミュニティでは、ク

リーン課に新規ステーションの

設置が申請された際、申請者へ

コミュニティとの協議を指導

し、コミュニティにより既存ス

テーションの利用を調整するこ

とにより、ステーション数の増

加を抑制するとともに、少数で

はあるが小規模なステーション

を統廃合した。 

今後は、連合自治会全体とし

ての取組方針を決定し、それに

基づくステーション適正配置計

画書等を策定する。 
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 ★生ごみ排出量の抑制 

（各世帯からのごみ排出量は、

平成17年度以降、資源物収集品

目の増加等により、減少傾向に

あったが、平成22年度頃からほ

ぼ横這い状態となっている。こ

のため、今後のごみ減量化推進

施策として、可燃ごみの約40%を

占める生ごみの排出量を抑制す

る。） 

●本島、広島の島嶼部をモデル地

区に選定（連合自治会と協調し事

業推進） 

●現地研修会の開催 

●コンポスト補助要綱の見直し 

●堆肥活用検討会の開催、活用方

法の決定 

 

 

○本島・広島においてモ

デル事業を実施：モデル

地区における生ごみの堆

肥化量：本島（平成25年

度可燃ごみ量70.4ｔ、内

生ごみ量28.2ｔ、堆肥化

量8.5ｔ）広島（平成25年

度可燃ごみ量20.9ｔ、内

生ごみ量8.4ｔ、堆肥化量

2.5ｔ） 

C 

離島の自治会長会において、

計画の説明等を行ったが、一元

的な実施に至っておらず、推進

方法を転換する必要があった。 

陸地部における推進として、

コミュニティにおいて開催され

た行事に参加し、ダンボールコ

ンポストの推進活動を実施し

た。 
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平成27年度 建設水道部の重点課題 

建設水道部長  谷口 信夫  

＜全体方針＞ 

各課の重点課題の解決に向けた「成果目標」を期限内に完了させると共に、事業執行の効率化を図り、部全体で残業時間の削減に取り組む（目標：1,000

時間の削減）。 

 

＜課ごとの指導方針＞ 

建設課 

「請願道路事業」終了後の代替事業の検討と、「道路舗装単独修繕計画」の着実な執行を行う。 

建築課 

円滑に事業執行する。 

都市計画課 

「コンパクトシティ」を目指し、「都市計画マスタープラン」の見直しと「立地適正化計画」の策定に着手する。 

上水道課 

事業を適正、着実に執行する。 

下水道課 

浄化センター再構築事業に着手するため、都市計画決定などの法手続きを完了させる。 

水道経営課 

水道広域化に向けて、「水利組合」、「土地改良区」などとの締結済み協定書の洗出しと整理を行う。 
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平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

建設課 ★請願道路事業終了に伴う、代

替事業の検討 

（農林水産課） 

●地元要望に対応できる請願道

路事業と土地改良事業（農道整

備）を一体化した新規事業を検

討する。 

○代替事業案の作成 

［9月］ 

C 

素案は作成済み、現在、周辺自治体の

状況調査中 [12月]予定 

状況調査済 

★道路舗装単独修繕計画の着実

な執行 

●4月～7月で舗装状況の最終確

認を行い、「道路舗装単独修繕

計画」の修正をする。 

○（修正）道路舗装単

独修繕計画の作成 

［9月］ 

B 

（修正）道路舗装単独修繕計画の作成

[12月]予定 

[11月]済 

建築課 ★公共施設建設の円滑な事業執

行 

●工事の早期発注による適正な

工期設定と、最新の市場単価を

利用した適正な設計及び、現場

での的確な施工監理 

 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ関連4件

（土器）［9月］ 

小学校関連21件 

（城西、城北、本島） 

［3月］ 

幼稚園関連11件 

（城東、城坤、郡家）  

［3月］ 

青い鳥関連12件 

（城東、城坤、城南、

城辰、岡田）［2月］ 

B 

完成     4件 

 

合計     21件 

完成   19件 

中止   2件 

完成     11件 

 

 

完成     12件 
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保育所改築関連4件

（垂水） 

 年度内30％完成 

合計     4件 

完成   1件 

工事中  3件 

  年度末進捗率 30％ 

都市計画課 ★コンパクトシティの推進 ●コンパクトシティを目指し、

都市計画マスタープランの見直

し、及び立地適正化計画の策定

を行なう。（3ヵ年） 

○都市計画マスター

プランの見直し、及び

立地適正化計画の委

託［8月契約］ 

【年度末進捗度20％】 

B 

○㈱五星 

 業務委託（3年間） 

H27.9.15～H30.3.20 

平成27年度分委託業務完了[3月] 

【年度末進捗率 25％】 

 

 ★景観形成ガイドラインの策定 ●金毘羅街道などの歴史的道筋

における、景観形成ガイドライ

ン策定のための「町屋等歴史的

建造物保存調査」を行ない、代

表的な1地区を選定し、ガイドラ

イン案を検討する。 

○町屋等歴史的建造

物保存調査業務委託

［2月］ 

○景観形成ガイドラ

イン（案）［3月］ 

C 

○NPO法人土壁ネットワーク 

委託期間 

H27.8.20～H27.2.29 

委託業務完了[2月] 

○景観形成ガイドライン(金毘羅街道

沿いの地区)（案）[3月] 

 

 ★市営駐車場の今後のあり方を

検討 

●今後の市営駐車場の存続・廃

止について検討案を作成する。 

○市営駐車場の存

続・廃止（案） 

［3月］ 

B 

○民間駐車場の調査・整理[2月] 

○市営駐車場の存続・廃止(案)作成 

[3月] 
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上水道課 ★事業の適正、着実な執行 ●「施工管理の手引き」により、

工事を完成まで適正に管理す

る。 

○完成時の考査項目

チェックシートの作

成［5月］ B 

○完成時の考査項目チェックシート

の作成完了[4月] 

○発注件数   60件 

 事業管理件数 60件 

 

 ★有収率の改善 

 

●配水ブロック化により、有収

率の低いエリアを把握し、漏水

箇所の修繕を行うことで有収率

の改善を図る。 

 

○9ブロックの漏水調

査実施計画の策定［9

月］ 

○漏水調査委託［12

月］ 
B 

○9ブロックの漏水調査実施計画の策

定完了[9月] 

○漏水調査 H27.12月～H28.2月 

 漏水修繕 10件 

  有収率（１月現在） 

 H26 88.23%→H27 88.96% 

  0.73%アップ、約111,000㎥/年 

 

下水道課 ★新浄化センターの早期建設 

 

●都市計画決定、都市計画事業

認可、下水道法事業計画変更の

法手続きを年度内に終わらせ

る。 

 

○都市計画決定［11

月］ 

○都市計画事業認可

［2月］ 

○下水道法事業計画

変更［2月］ 

 

B 

○都市計画決定［1月］ 

○都市計画事業認可［3月］ 

○下水道法事業計画変更［3月］ 
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 水道経営課 

 

 

★水道広域化協議の準備 

 

●全ての締結済み協定書を洗い

出し、地元との協定内容を整理

する。 

○協定書の洗出し・整

理［9月］ 

 

B 

○覚書等原本ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ（306本） 

○覚書等一覧（9区分） 

①丸亀市浄水場②清水浄水場 

③金倉浄水場④旧丸亀市地内 

⑤旧綾歌町地内⑥楠見池土地改良 

⑦大窪池土地改良⑧旧飯山町地内 

⑨島しょ部 

○覚書等による支出一覧（88件） 

○水源施設別関連覚書一覧（70水源 

○水源施設所在位置図 

以上完了[9月] 
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平成27年度 産業文化部の重点課題 

産業文化部長  矢野 浩三  

＜全体方針＞ 

 産業全般の振興が本市のまちづくりの根幹であるとの考えの下、農林水産、商工、観光、文化全ての分野が連携して事業を展開することで、生産・加工・

宣伝・販売の好循環を生み出し、雇用の充実をはじめ、ひとが集まり産業が栄え賑わう拠点都市まるがめの実現を目指す。 

 そのためには、「新機軸、自分なりの企画づくり、挑戦」が必要であり、職員ひとりひとりがプロデューサーの立場で事業に取り組むものとする。（職員

は、積極的に情報を収集し、客観的に分析して、様々な提案ができるよう意識改革に努めること。管理職は、自らがプレイングマネジャーとして、職員提案

に必要な技術や能力を、実際に業務をする中で伝えていくＯＪＴを実践すること。） 

 

＜課ごとの指導方針＞ 

産業振興課 

企業訪問等により事業者のニーズの把握に努め、実行力のある中小企業振興のための諸施策の実施に取り組むこと。 

丸亀ブランドについては、全ての分野と連携して地場産品の六次産業化など儲かる仕組みづくりに努めること。 

文化観光課 

団体旅行・コンベンション・合宿助成制度を活用した滞在型観光を推進するため、全国的な営業活動に努めること。また、丸亀城を中心に、歴史・食・文

化など本市の代表的な地域資源を連携・活用して、回遊型観光を推進すること。 

 文化は、「人々の生まれながらの権利」であり、また、「社会・経済の発展のための創造性の源泉」であるとの考えの下、市民を主体とした文化芸術活動

を推進するとともに、あらゆる世代が文化芸術を享受することができるよう努め、文化による活力ある社会の実現に寄与すること。また、次期丸亀市文化振

興基本計画の策定に着手すること。 
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農林水産課 

 農業については、国・県その他各種団体との連携により、多様な担い手の育成・確保や集落営農の組織化・法人化、土地改良事業の推進に努めるとともに、

六次産業化等にも取り組み、儲かる農業を推進すること。 

地籍調査課 

 地籍調査事業を計画的に推進し、土地をめぐる行政活動や経済活動の基礎データの整備に取り組むこと。 

農業委員会 

 遊休農地の解消及び未然防止に取り組むこと。 

平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

産業振興課 

 

★地元中小企業を中心

とする地域産業の発展

を促す諸施策を実施し、

産業振興を推進します。

また、既存企業の定着に

努めるとともに企業誘

致に対しての協力体制

の強化を図ります。 

●企業アンケートに基づく支援施策の

実施 

●中小企業診断士等の専門家による各

種相談会やセミナー及び交流会の開催 

●公益財団法人 かがわ産業支援財団

との連携による「香川県よろず支援拠

点 よろず丸亀サテライト」の開設 

●中小企業支援対策の更なる充実（産

業振興支援補助金、各種融資及び市中

小企業融資等の保証料、利子の補給） 

●富屋町及び松屋町のアーケード撤去

○経営セミナー 2回 

○よろず丸亀サテライト 

12回 

○空き店舗、空きオフィ

ス等活用促進補助金 3

～5件 

○企業訪問 400社 

○県外企業訪問（市内企

業製品・サービスの紹介

やマッチング） 

○プレミアム付商品券 

B 

 企業訪問専門員を雇用し、積極的に

企業訪問を行い企業ニーズの把握と

市等の施策を PRするほか産業振興支

援補助金や各種融資等を行い地元中

小企業の発展を促進した。 

 また、公益財団法人 かがわ産業支

援財団と連携し「香川県よろず支援拠

点 よろず丸亀サテライト」やセミナ

ーを開催した。 

 プレミアム付商品券については、 

50,000冊を発行し、総額 6億円の消
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を踏まえた商店街振興策の検討と空き

店舗、空きオフィス等活用促進補助金

の活用 

●各種支援機関への橋わたしをスムー

ズに行うため企業訪問専門員を設置

し、積極的な企業訪問による企業ニー

ズ把握と市・国・県などの支援施策の

PR 

●プレミアム付商品券発行による消費

の拡大、地域経済の活性化 

●企業誘致に対する県と連携した情報

交換と協力体制の強化 

  50,000冊（総額 6億

円） 

費が市内で行われた。 

 松屋町通商店街アーケードは予定

通り撤去され安心・安全な通りとなっ

た。 

 空き店舗、空きオフィス等活用促進

補助金の実績件数 2件 

★代表的地場産品であ

るうちわ、桃、骨付鳥等

を地域ブランドとして

確立し、全国へ発信する

ことで産業全般の振興

を図ります。 

●地域資源のホームページ、パンフレ

ット等による紹介 

●企業と連携した新商品の開発や支

援、県内外の物産展等を活用したあら

ゆる分野へのセールス 

●百貨店のバイヤー等による相談・商

談会の開催 

○県内外においての PR活

動 10回 

○相談・商談会の開催 1

回 B 

 県外での物産展等を活用した PR活

動を実施している。また、大手アパレ

ル企業と連携し、各地でうちわのワー

クショップを行うなど新しい取り組

みも実施した。 

PR活動 12回 

相談・商談会の開催 1回 



 

44 

 

★（仮称）うちわの常設

展示館・物産館の展示内

容の検討及び施設のあ

り方や管理体制を協議

します。 

●施設の建設に向けた基本構想の策定  

B 

 6月に「（仮称）うちわの常設展示

館・物産館」の建設及び市民ひろばの

整備について答申を得たが、今後につ

いては大手町全体の整備の中で検討

することとされている。 

★雇用関係団体や国・県

等の雇用施策をホーム

ページ等で紹介します。

また、ワンストップサー

ビスの就労相談を実施

し、雇用機会の確保と就

労促進を図ります。 

●ハローワークをはじめ雇用関係団体

や国・県等との情報交換とホームペー

ジの雇用施策の情報充実 

●定住自立圏域の市町と連携した合同

就職面接会の開催とそれにあわせた就

労相談コーナーの設置 

○県外の大学等訪問 

○合同就職面接会 1回 

 参加企業   60社 

 参加求職者 100人 

 採用内定   20人 

B 

 ハローワークをはじめとした関係

機関と連携し定住自立圏域就職面接

会を開催した。 

参加企業  60社 

参加求職者 63名 

採用内定   4名 

文化観光課 

 

★団体旅行、コンベンシ

ョン、合宿に対する助成

制度を活用し、滞在型観

光客を誘致するために

全国的な営業活動に努

めます。 

（宿泊者数※１は、プラ

ザ、オークラ、青山、フ

クシマ、レオマ、チサン

●身近な中国・関西方面の旅行会社・

学校などを中心に滞在型観光プランを

提案するなど効果的な営業活動を展開 

年度 宿泊者数※1 

平成22年度 234,523人 

平成23年度 281,152人 

平成24年度 300,456人 

平成25年度 342,456人 

平成26年度 360,552人 
 

○滞在型観光パンフレッ

ト等を活用した営業活動

－年間5回以上実施 

○年間宿泊者数目標 40

万人 B 

滞在型観光パンフレットを活用した

営業活動では、物産展等での出張を利

用して、営業活動を実施した。東京旬

彩館出張の際：旅行エージェントへの

訪問、北海道京極町物産の際：小樽

市・札幌市でPR活動、彦根市キャラフ

ェスの際：米原市等へのPR活動の実施

の他、大学等へ助成制度のチラシを送

りPR活動を行う。 
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の宿泊者数の合計） また、台湾の旅行会社5社との商談会

に参加し、本市への誘客PRを実施。 

平成27年度上半期宿泊者数は、

187,273人。 

★丸亀城を中心に、歴

史・食・文化など本市の

代表的な地域資源を連

携・活用して、回遊型観

光を推進します。 

●天守入場者数などのデータ分析を行

い、引き続き丸亀城を中心としたおも

てなし事業やおもてなし割クーポンな

どを活用して回遊型観光を推進 

○天守入場者9万人以上 

B 

丸亀市専属住みます芸人・ご当地ｷｬﾗ

ｸﾀｰによるおもてなしやおもてなし割

りｸｰﾎﾟﾝに加え、ﾆｯｶﾘ青江ｷｬﾗｸﾀｰを活

用した商品発売により丸亀城入場者

が急増した。 

平成27年天守入城者数は、101,869人。 

★市民主体の文化・芸術

活動を推進するととも

にあらゆる世代が文化

芸術を享受することが

できるよう努めます。 

●文化協会や文化振興事業協議会など

を中心に文化芸術祭、地域文化教室や

学校音楽鑑賞教室、若手芸術家支援事

業を実施 

○文化芸術祭：10月～12

月 

○地域文化教室：4ヶ所 

○学校音楽鑑賞：5ヶ所 

○若手芸術家支援：2人 

B 

地域文化教室、学校音楽鑑賞、若手芸

術家支援事業、文化芸術祭は予定どお

り実施した。 

★次期丸亀市文化振興

基本計画の策定に着手

します。 

●現在の文化振興審議会委員の任期中

に平成26年度事業の進行管理及び10年

間の検証を行い、新しい委員に引き継

ぎ、次期計画策定に向けた準備 

○7月末までに現委員に

よる平成26年度事業の進

行管理と10年間の検証 

○新審議会委員の委嘱 

B 

文化振興審議会の旧委員による会議

は、7月に開催。次期計画の策定は、

新委員により、11月から協議を開始し

た。 
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文化観光課 

（離島振興室） 

★島嶼部の豊かな自然

環境を活用した文化活

動を展開します。 

●瀬戸内国際芸術祭2016の円滑な実施

に向けた準備体制の整備と HOTサンダ

ル事業を活用してアートを生かしたま

ちづくりを推進 

○瀬戸芸2016－本島実行

委員会と市ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

の体制整備 

○HOTサンダル－30人程

度受入 

B 

瀬戸内国際芸術祭2016本島実行委員

会は、4月に設立。市ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄチーム

は、9月に発足。HOTｻﾝﾀﾞﾙ事業は、29

人の学生が参加し8月に実施した。ま

た、2月から3月にかけて手島で冬編を

実施し、3人の学生が参加した。 

 

農林水産課 ★多様な担い手の育

成・確保や集落営農の組

織化・法人化について掘

り起こし等支援や６次

産業化を行ない、儲かる

農業を推進します。 

●関係機関と連携し、集落座談会の開

催：年5回程度 

●関係機関と連携した認定農業者や新

規就農者の掘り起こし、経営支援：随

時 

●認定農業者や新規就農者を中心に６

次産業化に意欲ある農家を掘り起こ

し、事業化を推進 

●生活改善組織等を対象に６次産業化

に関する学習会等を開催し、意識の向

上と事業化に繋げられるよう関係機関

と連携し指導 

○集落営農法人の設立  

○農業者の新規認定  

○新規就農者の認定 

○個別相談の実施 

○学習会の開催 

B 

集落営農においては本年度新たに

４法人が設立された。現在話し合いが

行なわれている集落営農組織につい

て継続的な支援を行なった。 

認定農業者や新規就農者の掘り起

こしについては、認定農業者で６経営

体、認定新規就農者については４名の

認定を行なった。 

生活改善組織を対象とした６次化

に向けた相談会への参加や、６次産業

化に取り組む認定農業者に対し助成

を行なった。 
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★農業生産基盤の整備

を図るため、農道・水路

等の更新など、土地改良

事業等に要する経費に

対し、補助金の交付や費

用の負担を行います。ま

た、農地・農業用施設等

の保全及び、施設の長寿

命化への活動に対して、

多面的機能支払交付金

による支援を行います。 

●各土地改良事業推進のため関係機関

と連携し、補助に必要な事項の周知、

指導を実施 

●地域主体の保全管理の取組みを強化

するため、国県と連携し円滑な活動が

行えるよう指導・支援を実施 

 

○事業の円滑な推進 

○新規活動取組及び活動

エリア拡大等に対する啓

発・推進 

 

 B 

 各土地改良事業に対する補助金交

付については、地元からの要望に応じ

て、計画的に進めた。 

また、多面的機能支払交付金につい

ても、５活動組織の新規活動取組み及

び活動エリア拡大の積極的な推進・支

援を行なった。 

地籍調査課 ★地籍調査事業を推進

します。 

●丸亀市の全体面積 111.80ｋ㎡のうち旧

丸亀市地区63.75ｋ㎡、総筆数136,000筆

について（換地処分地区は除く。）、H23

から 20年間（島嶼部 5年間を除く。）で地

籍調査を実施 

○地籍調査の実施 

 地域：川西町北、新浜

町 

 一丁目・新浜町二丁目 

 面積：2.65k㎡ 

 筆数：7,163筆 

H26年度工区の登記所

への送付 

A 

事業の遅れもなく順調に進捗した。 
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 農業委員会事務

局 

★遊休農地の発生の防

止及び解消をします。 

●農地利用状況調査を実施し、遊休農

地に対しては、利用意向調査や指導を

行い、農地中間管理機構の活用を推進 

○遊休農地解消：10ha 

A 

9～11月に農地利用状況調査を実施し

た。 

2～3月に利用意向調査表を発出した。 
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平成27年度 競艇事業局の重点課題 

モーターボート競走事業管理者 大林 諭  

＜全体方針＞ 

《全国的な市場の拡大と本場活性化により収益の確保》 

全国的な電話投票戦略や場間・場外発売戦略を更に強化し、安定的な収益を確保します。また、清潔で明るく安全な施設としての発信を強化し、若者・女

性等の新規顧客の開拓と再来場を目指します。 

《快適なレース観戦環境の提供と安全なレース環境の確保》 

老朽化したボートピアまるがめの大規模改修を実施します。また、水上施設の水中基礎杭の劣化調査を実施し長寿命化計画を策定します。 

 

＜課ごとの指導方針＞ 

経営課 

・市財政に寄与するため安定的な収益の確保を図る。 

・快適なレース観戦環境と安全なレース環境の確保を図る。 

営業課 

・課員全員による全国的な営業展開により場間場外発売の強化を図る。 

・若者、女性の来場促進を図り、本場の活性化に努める。 

・多様な情報の発信に努め、Ｂカード・まるポ会員を利用した新規顧客の獲得を図る。 
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平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

経営課 

 

★市財政に寄与するため安定的

な収益の確保 

●地方公営企業として、効率的

な経営を目指し、営業経費の見

直し等を実施し、収益構造の安

定化を図る。 

○事業収益率 4％の確

保 

○中期経営計画の実

践 A 

28 年度予算策定時における予定損益

計算では、事業収益率 4.7％を確保し

ている。 

中期経営計画を実践しているが、業界

状況の変化をふまえて、次年度におい

ては計画の評価を行い計画の手直し

を行う予定。 

★快適なレース観戦環境の提供 ●老朽化したボートピアまるが

めの改修を行い、場外利用者に

も快適な環境を提供し、利用者

の拡大を図る。 

○ボートピアまるが

め大規模改修工事の

実施 
B 

11月 24日リニューアルオープンし、

現在営業を実施している。 

★安全なレース環境の確保 ●防風ネットやナイター照明な

どの水上施設の長寿命化を図

り、長期間にわたり、安全なレ

ース環境の確保を図る。 

○水上施設長寿命化

計画の策定 

B 

水上施設長寿命化計画を策定し、次年

度から喫緊のものから順次計画的に

改修を実施する予定。 
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 営業課 

 

★場間場外発売の強化 ●他場、ボートピア等への営業

活動を強化するとともに、丸亀

開催の魅力を発信し、協力場の

増加を目指す。 

○一般レース（ＧⅢを

含む）1日あたりの協

力場数：45場 

A 

一般レースの 1 日あたりの協力場数

は、2 月末現在で 57 場である。近年

BTS 等が増加傾向にあるが、平成 28

年度からナイター競合数（住之江ボー

トのフルナイター）が増加することか

ら、更に営業活動を強化し、協力場増

加に努める。 

 

★本場の活性化 ●まるがめグルーヴ（音楽イベ

ント）や各種カルチャースクー

ルなどを実施し、若者、女性の

来場促進に努め、本場の活性化

を図る。 

○自場開催日の 

・女性来場者比率：

12％ 

・土日祝の女性来場者

比率：15％ 

B 

若者・女性の来場者は場内を見ても増

加している。自場開催の女性の割合

は、2 月末現在で 10.3％、土日祝

13.4％、最大は 21.5％である。今後

も若者・女性をターゲットとしたイベ

ント等を実施し来場促進に努める。 

 

★Ｂカード・まるポ会員の囲い

込みと新規会員の獲得 

●Ｂカード・まるポ会員を利用

したサービス等の情報発信に努

め、既存客の囲い込みと新規顧

客の獲得を図る。 

○新規Ｂカード会

員：1500名 

○新規まるポ会員：

3,500名 

C 

B カードの新規会員数は 2 月末現在

で 722 名、まるポの新規会員数は

3,974 名である。今後も更に充実した

情報提供等に努め、既存客の囲い込み

と新規顧客の獲得を図る。 
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平成27年度 会計課の重点課題 

会計管理者  佐岡 人志   

＜全体方針＞＜課ごとの指導方針＞ 

  公金の保護を第一とした適正な保管と運用に努めるとともに、会計事務を正確かつ迅速に行います。 

  また、総務課長会や総務担当者会を通して、全庁的な事務処理能力の向上を図ります。 

 

平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

会計課 

（行政管理課・財

務課・政策課） 

★法令等を遵守した適切で円滑

な会計事務の執行および業務の

改善に努めるとともに、時間外

勤務の削減に繋げる。 

●全庁的な事務処理の精度の向上

を目指し、「財務会計事務等の手引

き」や「歳出科目別処理マニュアル」

等を見直し、これの周知徹底によ

り、正確かつ迅速な執行に繋げる。 

処理ミス事案を事例として全庁発

信(総務課長会、総務担当者会等を通

じて)する。 

○問い合わせ件数及び

処理ミスの減少 

○時間外勤務の減少 

※効果の出ない場合

は、各課会計処理担当

に要請する。 B 

「財務会計事務等の手引き」や「歳

出科目別処理マニュアル」は完

成・周知済であるが、その効果は

未だはっきりとは出ていない。 

 但し、問い合わせの内容やミス

への対応から、従前より改善され

つつあると実感している。 

 今後、処理ミス事案が続く部署

について、個別の指導を行いたい。 
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 会計課 

（行政管理課・財

務課・政策課） 

★公金の保護対策と安全・確実

かつ有利な資金運用 

●金融機関等の財務状況を定期的

に確認する。 

当面の資金運用は、現在の取り組み

(公金管理に関する基準の運用)を原

則とする。 

○公金の保護を最優先

に、前年度と同等の実

績を確保する。 B 

当初予算額を上回る見込み。 

参考. 

前年度決算額 28,595,000 円 

本年度見込額 29,685,000 円 

前年度比 103.81% 

★財務会計事務の簡素化を目指

し、望ましい事務処理のあり方

を検討する。特に、源泉徴収や

賃金の支払いについて、最優先

で検討し、改善に繋げる。 

●財務課・職員課・情報センターと

協議のうえ、事務負担の軽減に繋が

る新たな会計処理を検討する。 

香川県都市会計管理者会議などを

通じて県内他市の状況を確認する。 

○時間外勤務の減少 

C 

時間外勤務の縮減について、 

正規職員１名が４月末から６ヵ月

間病休となったため、予定した削

減実績とはならなかった。 

電気料金の支払いについて、公

共施設管理課・情報センターと協

議のうえ、全施設分を公共施設管

理課で１枚の支出命令書で処理す

ることとし、その結果として年間

で約 1,000 件の審査を縮減でき

た。 
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平成27年度 消防本部の重点課題 

消防長  秋本 好政   

＜全体方針＞ 

 通信指令台の共同運用、住宅用火災警報器の普及啓発や消防水利の充実、消防車両の更新・整備及び消防職員の活動能力の向上を図り、消防力を強

化します。 

 

＜課ごとの指導方針＞ 

総務課 

消防の任務に関する資料の収集、整備及び提供に努めるとともに、適切な予算編成や予算執行及び決算、また消防行政財産の適切な管理を行なう。

さらに消防団員の教養、訓練及び安全管理の向上も図ることで、消防力の強化を進めるとともに、消防職員の働きやすい環境を整備する。 

予防課 

福祉施設等の安全確保、危険物施設事故の防止、違反是正による火災発生の防止、各種団体への防火、防災意識の高揚を図り、事業所等における災

害発生の防止とともに、地域の安心と安全に貢献することを目的とする。 

 また、防火対象物をはじめ、一般住宅の防火対策も併せて実施する。 

防災課 

警防計画の策定及び消防部隊の基本的運用計画を策定し、警防活動に必要な部隊の運用を図り、災害対策に万全を期す。情報システムの高度活用を

図り、迅速な災害の受報、出動指令を行い、関係機関と連携し、災害情報の収集及び災害活動の情報支援を行う。救急隊員の知識及び手技等の向上を

図る。消防機械器具の整備計画及び機関員の知識、技術の向上を図る。 
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平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

総務課 

（各課、各署） 

★高度な災害対応能力を持った

職員の育成 

●若手職員の育成を強化すると

ともに、階層別研修を充実させ

ます。また消防大学校、県消防

学校への入校を促進し、専門知

識に関する研修を充実させま

す。 

○訓練・研修計画の作

成とそれに基づく教

育訓練・各種研修の実

施により、多様化する

災害に迅速・的確に対

応できる職員の育成

と活動能力の強化を

図ります。 

消防大学校 1名 

消防学校 

初任教育 6名 

専科教育 19名 

特別教育 12名 

 

Ｂ 

消防大学校 1名 

救急救命東京研修所 4名 

消防学校 

初任教育 6名 

専科教育 18名 

特別教育 12名 

総務課 

 

★地域防災力の強化 ●消防団員を確保します。 ○市広報などの手段

や様々な機会を捉え

ての勧誘、また消防団

員応援制度を県下で

C 

消防団員応援制度が平成２８年１月

から県下で開始されたほか、現在各分

団等において勧誘を進めてはいます

が、平成２８年３月１日現在の消防団
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始めることにより加

入の促進を図り、定員

698名の充足を目指し

ます。 

員数は６３８人で、平成２７年４月の

消防団員数は６３９人と比べ、１人減

少している。 

総務課 

（建築課等） 

★新訓練塔の整備 ●新訓練塔について、消防庁舎

西側の土地に整備を図ります。 

○平成27年～29年度

に用地取得及び新訓

練塔を建設します。 

D 

１２月議会に土地購入費及び設計委

託料等の補正予算を計上し、土地につ

いては予算執行も完了したが、施設の

建設にかかる設計については予算執

行の目途が立っていない。 

 

予防課 ★違反対象物等の是正指導 ●立入検査を実施し、違反対象

物について改善指導を行いま

す。 

○防火対象物及び危

険物施設に対し、年間

200件以上の対象物等

に立入検査を実施、違

反是正指導を行うこ

とにより各事業所、各

施設に違反がなく、優

良な防火対象物等を

目指します。 

 

Ｂ 

 28年2月末現在、防火対象物212件、

危険物施設254件の立入検査を行い、

違反是正指導を行うことで、違反対象

物の改善が進んでいる。 
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★住宅防火対策の推進 ●火災予防に関する記事を市の

ホームページに掲載するととも

に、年２回の全国火災予防運動

期間中に「広報まるがめ」へ掲

載、また避難訓練、地域防災訓

練開催時に啓発を行います。 

○市民広報を通して

防火意識の高揚と効

果ある初期消火・避難

活動の啓発を行いま

す。また、住宅用火災

警報器の設置と点検

を推進し、更なる住宅

火災件数及び住宅火

災による死者を０人

とします。 

Ｃ 

 27年4月から現在まで死者は出てい

ません。 

27年6月発表の住宅用火災警報器条

例適合率は前年より１ポイント上が

り51％であるが、香川県下の条例適合

率64％より悪いので、今後より一層普

及啓発に努めます。 

★福祉施設等の防火対策 ●市内の福祉施設１３２件を３

年を目途に全て立入検査を実施

します。 

○災害時における要

援護者への支援体制

の確立と夜間の管理

体制を充実させます。

また、災害を出さない

施設を目指し、予防指

導に全力を挙げると

共に、施設の職員が入

居者を安全に避難さ

せる体制を構築させ

ます。 ４４件／年 

Ｂ 

 火災予防週間を始め計画通りに立

入を行い、平成28年2月末現在40施設

に立入検査を行い違反是正に努めて

いる。 

 現在、福祉施設において、違反件数

は0件である。 

今後も計画的に立入を行います。 
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 防災課 

 

★消防車両の配備・更新 ●消防車両の使用頻度・車両の

損傷の程度及び更新年限等を参

考に、計画的な配備更新を行い

ます。 

○更新台数： 

消防署２台 

消防団４台 
B 

全車両更新配備済み。 

★救急車の適正利用の推進 

 

●救命講習・防災訓練等の機会

を捉え、啓発活動を実施します。 

○社会通念上不適正

と思われる救急要請

の抑制を図ります。 

C 

機会を捉えて、啓発活動実施中 

★救命率の向上 ●救命講習の普及啓発 年間目標 2,000名 

A 
講習人数 2,866名 

★消防通信指令事務の共同運用 ●消防通信指令事務の共同運用

強化を図ります。 

○圏域における消防

力の強化及び相互応

援の迅速化を図りま

す。 

B 

順調に運用中 
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平成27年度 教育部の重点課題 

教育部長  竹本 忠司    

＜全体方針＞ 

放課後子ども総合プランを推進し子どもたちが安心して活動できる場所の確保に努めるとともに、学校施設等教育環境整備を推進する。学校での問題解決

のための相談・助言等支援体制の強化により、教員が児童生徒と向き合う時間の確保を図る。いじめ等防止基本方針を策定周知して、子どもたちを見守る教

育環境構築を図る。また、学校・家庭・地域の連携のもと、小中一貫教育の発展拡充に取り組み、子どもたちの「自立と共生」を目指す。図書館・資料館な

ど所管する文化・教養・教育関係施設・設備の市民利用の促進を図る。 

 

＜課ごとの指導方針＞ 

総務課 

青い鳥教室施設整備、屋内運動場等の天井改修工事などの施設整備事業について、工期内完成を着実に実施する。企画展開催などにより本市の歴

史・文化財の活用と啓発を積極的に行う。資料館耐震補強、丸亀城跡整備などの調査・設計事業について、関係者との連絡・協議を適時適切に行う。 

学校教育課 

いじめ・不登校・暴力行為等の問題について、学校教育サポート室・教育支援センター・少年育成センター及び関係機関が連携して迅速適切に対

処する。発達障がい児への支援教育、巡回カウンセリング等の支援充実、外国籍児童生徒等への指導体制の充実に努める。 

学校給食センター 

市内全公立幼稚園での給食提供について、幼稚園と連携して現状検証を行いながら円滑な実施を図る。 

図書館 

開館時間延長、蔵書構成の整備充実、展示・講座企画などの様々な方策によるサービス充実に努め、図書館利用促進を図る。 
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平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

総務課 

（建築課） 

★放課後留守家庭児童会（青い

鳥教室）の受入拡大 

●施設整備及び支援員の確保 ○6 校区で施設整備

等予定。来年度は既

設 7 校区と合わせて

13校区で全学年受入

れ予定 

 

B 

○6 校区で施設整備完了した。 

平成 28 年 4 月から、予定どおり 13

校区での全学年受入れを行う。 

★小中学校施設整備 ●小中学校の屋内運動場及び武

道場等の天井改修 

●城北・城西小学校の校舎改築

等 

○小中学校屋内運動

場及び武道場の吊り

天井を撤去 

○城北・城西小学校

のプール改築及び屋

外運動場整備 

 

C 

○天井改修については、設計業務を終

え、工事着手に向け準備を進めている

が、工事は平成 28 年実施となった。 

○校舎改築のうちプール改築及び屋

外運動場整備は予定どおり完了した。 

★資料館施設の耐震補強・EV 設

置・内部改修工事 

 

●耐震補強・EV 設置・内部改修

に伴う設計案を策定 

 

○耐震補強・EV 設

置・内部改修工事の

準備 C 

○耐震補強・EV 設置・内部改造等の

工事については、建築課と協議し、設

計業務委託を進めたが県の耐震補強

評定委員会の関係から、設計完了は

H28 年度となった。 
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★資料館所蔵の京極家の資料等

の修復を実施し、展示公開 

 

●京極家の家宝「二尊旗」修復

（4月～9月） 展示公開（10月

10日～11月 29日） 

○修復完了後、合併

10周年記念事業とし

て展示 

A 

○京極家より購入した京極家の家宝

である「二尊旗」の修復を 9 月末に完

了し、「合併 10 周年記念 京極家の家

宝展」においてニッカリ青江脇指とと

もに展示公開したところ好評を博し、

資料館の入館者が大幅に増加した。 

（「京極家の家宝展」 20,412 人 

H27.10.10～11.29 45 日間） 

 

文化財保護室 ★史跡丸亀城跡や快天山古墳な

ど国指定史跡をはじめとする市

内に所在する指定文化財の保護

と活用 

●三の丸坤櫓跡き損箇所の修理

工事を行うため発掘調査や石垣

等の測量と修理工事の実施設計 

●史跡快天山古墳保存整備基本

計画の見直しを検討 

○史跡丸亀城跡は、

発掘調査現地見学会

を行い、成果を周知 

H28～33 年度に修理

工事予定 

B 

○丸亀城は現在、石垣の測量調査や修

理工事の設計を実施しており、発掘調

査によって、木図にある土塀の基礎等

が確認され、石垣基礎の構築状況も明

らかになる等の成果が得られた。石垣

修理工事の施工方法や範囲が決まり

工事着手に向けた準備が進んでいる。 

○快天山古墳は整備委員会を開催し、

適切な助言が得られた。来年度は整備

計画案を提示し、整備への準備を進め

ていく。 
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学校教育課 

 

★学校教育サポート体制の充実 ●学校において解決困難な問題

の解決に向けた支援 

●いじめの未然防止と早期解決 

○校長 OB、SSW、警察

OB等の専門家による

相談活動、助言 

○サポート室及び関

係機関との連携 

○「いじめ等防止基

本方針」の策定及び

啓発 

B 

◯各小中学校で起こっている学校だ

けでは解決が困難な問題に対する早

期解決への支援を実施している。 

◯問題解決のためにスクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカ

ー、警察ＯＢ等を派遣し、専門的な見

地からの助言をおこなった。 

★いじめや問題行動等の今日的

課題について、学校、保護者、

地域間での共通認識を図るとと

もに、健全育成に関する啓発活

動の充実を図る。 

●「ピンクのシャツ運動」を普

及する活動の推進 

●「かめっこ」による、児童生

徒、保護者、地域への啓発活動

の継続 

○学校行事や市のイ

ベントでの「ピンク

のシャツ運動」の活

用の機会の増進 

○「かめっこ」の年 7

回の発行と、時機を

とらえた内容の啓発 
B 

○お城まつりのマーチングパレード、

小中学校の運動会（6 校）ＰＴＡソフ

トボール大会、ＰＴＡ合併 10 周年記

念リレーマラソン、コミュニテイふれ

あい祭りなどで活用があり、673 着の

ピンクのシャツを貸し出した。 

○「かめっこ」では、子育てに関する

記事の他、「いじめ」防止にかかる啓

発記事を計画的に掲載。 

○青少年健全育成推進協議会主催の

「水谷修（夜回り先生）講演会」は、

盛況で（来場 460 人）好評を博した。 
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★外国籍児童生徒及び、外国に

ルーツのある児童生徒に対して

の指導体制の充実 

★外国籍児童等の在籍学校及び

担任教師との協力・連携体制の

充実 

●初期の日本語指導や、学校生

活、社会ルールについての指導

の更なる充実 

●保護者からの相談を受ける体

制の充実 

 

○ひらがなの読み書

き、日常会話の指導

（入級後 4 ヶ月で

80％達成） 

○決まりや挨拶、ト

イレの使い方等、日

本の生活に適応でき

るようになるための

指導（入級後 6 か月

で困らない水準） 

○リライト教材、や

さしい日本語による

簡単な教科指導の実

施 

○保護者との連絡用

ノートや教育相談に

よる連携 

B 

○日本語適応支援教室では、本年度

19 名の入級児童生徒がいて日本語

の習得を行い、18 名の修了生を出

している。 

○小中合わせて4校と日本語適応支

援教室に、外国子女教育推進講師を

延べ 10 名派遣して、54 名の児童生

徒に日本語指導・教科指導・母語指

導を行った。 

○初期の日本語指導と、教科指導を

統合するようなプリントを作成し

て、教科指導にも対応した。 

○児童生徒との連絡ノートを使い、

保護者との連携を深めた。また、国

際交流協会と連携して、保護者の相

談に個別に対応した。 
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★就学前教育の充実 ●幼稚園、保育所の統一カリキ

ュラムの見直し及び、統一カリ

キュラムを活用した保育の実践 

○統一カリキュラム

を活用した公開保育

の実践（年 4回） 

B 

○今年度、幼稚園 2 園・保育所 2 所に

おいて統一カリキュラムを活用した

公開保育を実施した。年間を通して

幼・保職員の相互研修も行い、教育・

保育の共通理解が進められている。今

後はさらに教育・保育の質の向上を目

指していく。 

 

★小中学生の学力向上 ●市内小中学生の学力を把握す

るための学力調査の実施（小学 3

～5年は国語、算数を実施し、中

学 1、2年は国語、数学、英語を

実施。小学 6 年、中学 3 年は、

全国学力・学習状況調査を実施） 

●学力調査結果の分析と、分析

結果の指導法改善への活用 

●先進地視察 

○幼稚園、保育所で

利用できる教材の開

発 

○学力調査結果の市

の平均点：全国平均

＋3点 

○先進地視察から得

た学力向上策の提案

及び各校への周知 

B 

○学力調査の結果を分析して、校長

会で今後の改善の方向を提案した。 

○学校長6名と事務局2名で学力の

先進地を視察して、学力向上の取組

みについて校長会で報告し、各学校

において可能な限り実施している。 

○11 月に学力向上についての検討

会をもち、次年度の教育研修所の研

修の中に先進地の内容を取り入れ

学力向上を図ることにした。 

 



 

65 

 

学校教育課 

（市民活動推進

課） 

★小中一貫教育の発展拡充：各

連携協議会（各中学校群）にお

ける特色ある事業の推進及び拡

充 

★中学校から小学校への交流授

業の充実 

 

●各連携協議会（各中学校群）

に活動委託 

●市費講師を 5中学校 10名配置 

 

○連携協議会におけ

る評価及び課題の次

年度への反映 

○小学校での授業肯

定的評価（中 1） 

目標 88％（Ｈ26年度

85.5％） 

B 

〇各連携協議会では、課題を焦点化

して取り組んでおり、各地域に応じ

た協働的な実践が行われた。 

〇交流授業の派遣に係る市費講師

10 名を派遣し、外国語活動の授業

などを計画どおり実施した。次年度

は派遣教員の研修会を行い、取組の

充実を図る予定である。 

○小学校での授業肯定的評価は、目

標値には届かなかったが H26 年度

から向上（86.5％）した。 

学校教育課 ★発達障がい児に対する支援の

充実 

●保育士、教員等の勉強会への

参加促進 

 

 

●支援員の増員と巡回カウンセ

リングの対象・回数の拡充 

○発達障がい又はそ

の疑いのある幼児児

童生徒に対する教員

の指導力の向上 

○支援員によるサポ

ートとともに、巡回

カウンセリングや個

別相談の実施：150

回以上（H26年度：142

回） 

B 

○8 月に通常学級における特別支援

教育についての教育講演会を開催し、

市内の幼・小・中の教員等や保育士が

参加し研修した。 

○学校群による巡回相談員の配置に

より、保・幼・小・中の継続的なかか

わりが可能となり、よりきめ細やかな

対応ができている。 

○巡回カウンセリング等は、年間 133

回（小中 110 回、幼稚園 23 回）実施。 
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学校給食センタ

ー 

 

★幼稚園給食の実施 ●今年度より、市内公立幼稚園

での完全給食の円滑な実施にと

もなう幼稚園との連携 

○栄養教諭等による

幼稚園給食訪問指導 

○危機管理等の連携 

○アレルギー対応の

未対応園の第 2 学期

からの実施 

B 

○市内公立幼稚園での完全給食を実

施した。 

○未対応園のアレルギー対応給食を

予定どおり第 2 学期から実施した。 

○栄養教諭による給食訪問を実施し

た。 

○幼稚園での保護者試食会を実施し

た。    （7 幼稚園 342 人） 

★食物アレルギー対応給食の推

進 

●実施校の拡大…第二学校給食

センターの配送校(小学校 6校・

中学校 1校)及び未対応の幼稚園

(6園) 

○アレルギー対応に

ついては、調査・保

護者説明等行い、第 2

学期から実施 B 

○アレルギー対応給食対象者につい

て、調査・保護者説明を行い、第二学

校給食センターの配送校(小学校 6

校・中学校 1 校)及び未対応の幼稚園

(6 園)のアレルギー対応給食拡大を実

施した。 

対象者 3/17 現在 22 人（11 人増加） 

★学校給食における食育と地場

産物使用の推進 

●地場産物の活用 ○県内産 35%、市内産

10%以上 

A 

○地場産物の品質向上の研修会を実

施した。(年 2 回) 

○3 小学校での地産交流会を実施し

た。 

○目標値を上回り、県内産 36％、市

内産 15％の地場産食材を活用した。 
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 図書館 ★「丸亀市子ども読書活動推進

計画」の更新。現計画期間の最

終年を迎えて、その検証を行い、

必要な見直しを検討する。 

●子ども読書活動推進協議会に

おける検証と見直し：年 6 回程

度開催 

●アンケートの実施：6月頃 

●パブリックコメントの実施 

○新計画の策定：3

月教育委員会 

B 

○新計画について、これまでの 5 年間

の取組みの成果の検証及び残された

課題を子ども読書活動推進協議会(7

回開催)にて検討・協議し策定した。 

★利用者へのサービス向上 ●中央図書館の開館時間につい

て、試行的に延長する。その上

で、実施上の問題点や課題、利

用者の要望を把握する。 

○検証結果を次年度

以降の運営に反映さ

せる。 

B 

○開館時間の 1 時間延長試行（6/16

～7/17 の平日 19 日間）を行ったが、

短期間であったことなどから利用状

況等について十分な検証ができなか

った。来年度は、試行的に年間を通し

て平日午後 8 時まで開館延長を行い、

成果を検証の上、今後の開館時間につ

いて決定する。 

★中央・綾歌・飯山図書館 3 館

の運営体制の検討を行う 

●先進事例研究や現状分析を行

うとともに、丸亀市図書館協議

会の答申(平成 21年度)を踏まえ

て、公立図書館運営体制につい

て検討する。 

○検証結果を平成 29

年度からの運営体制

に反映させる。 B 

○先進事例研究や現状分析を行い、図

書館協議会を開催して今後の図書館

運営体制について協議を進めた。平成

28 年度中に決定する。 



 

68 

 

 

平成27年度 市議会事務局の重点課題 

市議会事務局長  佐藤  守   

＜全体方針＞＜課ごとの指導方針＞ 

地方自治法の改正や議会改革に伴う委員会審査のあり方を初め、さまざまな制度及び運営の見直しに的確に対応しながら、適性かつ円滑な議会運

営に努めます。 

また、開かれた議会を目指すため、市民への積極的な議会情報の提供に努め、議会活動のより一層の公正性、透明性の確保を図っていきます。 

 

平成27年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

（連携が必要な部署） 

重点課題 課題解決に向けた 

具体的方策 

成果目標 評価 

(進捗結果) 

所見 

市議会事務局 ★円滑な議会運営 ●積極的に情報収集するととも

に、詳細な情報提供に努めるな

ど常に市長部局と緊密な連携を

取りながら議会との調整を図

る。 

 

Ｂ 

・今年度は予算、決算の審査について

は予算決算特別委員会を設置し、新た

な形態での審査となったが、その実施

に当たっては議会と市長部局の双方

の意向、意見等を踏まえながら、円滑

な会議運営ができるよう努めた。 
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  ★積極的な議会情報の提供 ●政務活動費の使途内容をホー

ムページで公表 

 

●議会報告会の開催：１回以上 

 

Ｂ 

・各議員の政務活動費について、平成

26年度分からの収支報告書と出納簿

をホームページに掲載することで、よ

り政務活動費の使途状況の透明化が

図れた。 

・議会報告会を11月9日に市民会館と

アイレックスで開催したが、参加者は

2ヶ所で60人と低調であった。今後参

加者を増やすために開催内容等の見

直しを検討する必要がある。 


